
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
及
び
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

参
照
条
文

○
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
九
号

（
抄
）

）

1

○
公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

（
抄
）

2

○
日
本
国
憲
法
（
抄
）

16

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

（
抄
）

）

17

○

高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号

（
抄
）

）

18

○
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号

（
抄
）

）

19

○
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号

（
抄
）

）

20
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○
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
九
号

（
抄
）

）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
並
び
に
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
が
管
理
す
る
国
会
議
員

の
選
挙
等
の
執
行
に
つ
い
て
国
が
負
担
す
る
経
費
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
会
議
員
の
選
挙
等
」
と
は
、
国
会
議
員
の
選
挙
、

高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
及
び
日
本
国
憲
法
第
九
十

五
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
都
市
」
と
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都

市
を
い
い

「
区
」
と
は
、
大
都
市
の
区
及
び
総
合
区
並
び
に
都
の
特
別
区
を
い
う
。

、

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
平
日
」
と
は
、
休
日
以
外
の
日
を
い
い

「
休
日
」
と
は
、
地
方
自
治
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
条

、

例
で
定
め
ら
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
休
日
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
認
定
出
先
機
関
」
と
は
、
支
庁
及
び
地
方
事
務
所
以
外
の
都
道
府
県
の
出
先
機
関
の
う
ち
、
そ
こ
で
国
会
議
員
の
選

挙
等
の
執
行
に
関
す
る
事
務
が
行
わ
れ
る
も
の
で
、
総
務
大
臣
が
当
該
事
務
の
処
理
に
要
す
る
経
費
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
定
し
た
も

の
を
い
う
。

（
日
本
国
憲
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
の
経
費
）

第
十
六
条

日
本
国
憲
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
要
す
る
経
費
の
額
は
、
投
票
が
一
又
は
二
以
上
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む

）
。

の
区
域
に
わ
た
つ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
条
か
ら
第
五
条
ま
で
及
び
第
十
三
条
（
第
九
項
を
除
く

）
の
規
定
に
よ
つ
て
算
出

。

し
た
参
議
院
議
員
選
挙
の
執
行
に
要
す
る
経
費
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
以
内
の
額
に
同
条
第
九
項
並
び
に
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
出
し
た
経
費
の
額
を
加
算
し
た
額
と
し
、
投
票
が
一
又
は
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
つ
て
行
わ
れ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
並
び
に
都
道
府
県
の
支
庁
、
地
方
事
務
所
及
び
認
定
出
先
機
関
に
つ
い
て
は
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
参
議
院

議
員
選
挙
の
執
行
に
要
す
る
経
費
の
額
の
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
在
る
市
区
町
村
に
つ
い
て
は
第
四
条
か
ら
第
五
条
ま
で
及
び
第
十
三

条
（
第
九
項
を
除
く

）
の
規
定
に
よ
つ
て
算
出
し
た
参
議
院
議
員
選
挙
の
執
行
に
要
す
る
経
費
の
額
の
、
そ
れ
ぞ
れ
二
分
の
一
に
相
当
す
る

。

額
以
内
の
額
に
同
条
第
九
項
並
び
に
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
出
し
た
経
費
の
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

（
交
付
）

第
十
八
条

総
務
大
臣
は
、
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
算
出
し
た
各
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
当
該
都
道
府
県
の
区
域

内
に
在
る
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
要
す
る
経
費
並
び
に
不
在
者
投
票
管
理
者
に
お
い
て
要
す
る
経
費
で
予
算
を
も
つ
て
定
め

ら
れ
た
も
の
を
都
道
府
県
に
交
付
し
、
都
道
府
県
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
在
る
市
町
村
及
び
不
在
者
投
票
管
理
者
に
お
い
て
要
す
る

経
費
と
し
て
交
付
を
受
け
た
額
を
市
町
村
及
び
不
在
者
投
票
管
理
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
つ
て
前
項
に
規
定
す
る
交
付
額
を
も
つ
て
国
会
議
員
の
選
挙
等
を
執
行
す
る
こ
と
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が
で
き
な
い
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対
し
て
は
、
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
交
付
額
の
百
分
の
五
以
内
の
額
（
総
務
大
臣
と
財
務
大
臣
と
の
協

議
が
と
と
の
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
百
分
の
五
を
こ
え
る
額
）
で
別
に
予
算
を
も
つ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
必
要
な
経

費
を
追
加
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
不
在
者
投
票
管
理
者
が
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
を
も
つ
て
実
施
す
べ
き
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
事
務
の
一

部
を
実
施
す
る
こ
と
を
要
し
な
く
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
総
務
大
臣
は
、
既
に
交
付
し
た
交
付
金
の
う
ち
そ
の
事
務
の
実
施
に
要
す
る
経

費
に
相
当
す
る
額
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
選
挙
人
の
意
義
）

第
二
十
条

こ
の
法
律
（
第
十
三
条
第
八
項
を
除
く

）
に
お
け
る
選
挙
人
の
数
は
、
公
職
選
挙
法
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に

。

よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
が
行
わ
れ
た
日
の
う
ち
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
期
日
の
直
前
の
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る

選
挙
人
の
数
と
す
る
。

２

国
会
議
員
の
選
挙
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
中
「
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
数
に
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
現
在
に
お
い
て
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
数
を

加
え
た
数
」
と
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

○
公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)
（
抄
）

（
投
票
区
）

第
十
七
条

投
票
区
は
、
市
町
村
の
区
域
に
よ
る
。

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
の
区
域
を
分
け
て
数
投
票
区
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
投
票
区
を
設
け
た
と
き
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
直
ち
に
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
開
票
区
）

第
十
八
条

開
票
区
は
、
市
町
村
の
区
域
に
よ
る
。
た
だ
し
、
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
若
し
く
は
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の

選
挙
に
お
い
て
市
町
村
が
二
以
上
の
選
挙
区
に
分
か
れ
て
い
る
と
き
、
又
は
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
区
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

選
挙
区
の
区
域
に
よ
り
市
町
村
の
区
域
を
分
け
て
数
開
票
区
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
市
町
村
の
区
域
を
分
け
て
、
又
は
数
市
町
村
の
区
域
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
合
わ
せ
て
、
開
票
区
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
設
け
た
と
き
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
直
ち
に
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
投
票
管
理
者
）

第
三
十
七
条

各
選
挙
ご
と
に
、
投
票
管
理
者
を
置
く
。
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２

投
票
管
理
者
は
、
当
該
選
挙
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
選
任
し
た
者
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

３

衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
と
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
小
選
挙
区
選
出
議
員
に
つ
い
て
の
投
票
管
理
者
を
同
時
に
比
例
代
表
選
出
議
員
に
つ
い
て
の
投
票
管
理
者
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

４

参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
と
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
の

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙
区
選
出
議
員
に
つ
い
て
の
投
票
管
理
者
を
同
時
に
比
例
代
表
選
出
議
員
に
つ
い
て
の
投
票
管
理
者
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

５

投
票
管
理
者
は
、
投
票
に
関
す
る
事
務
を
担
任
す
る
。

６

投
票
管
理
者
は
、
当
該
選
挙
の
選
挙
権
を
有
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。

７

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
市
町
村
の
区
域
を
分
け
て
数
投
票
区
を
設
け
た
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
以
上
の
投

票
区
を
指
定
し
、
当
該
指
定
し
た
投
票
区
の
投
票
管
理
者
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
投
票
区
以
外
の
投
票
区
に
属
す
る
選
挙

人
が
し
た
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
投
票
立
会
人
）

第
三
十
八
条

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
各
選
挙
ご
と
に
、
各
投
票
区
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
の
中
か
ら
、
本
人
の
承

諾
を
得
て
、
二
人
以
上
五
人
以
下
の
投
票
立
会
人
を
選
任
し
、
そ
の
選
挙
の
期
日
前
三
日
ま
で
に
、
本
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

投
票
立
会
人
で
参
会
す
る
者
が
投
票
所
を
開
く
べ
き
時
刻
に
な
つ
て
も
二
人
に
達
し
な
い
と
き
又
は
そ
の
後
二
人
に
達
し
な
く
な
つ
た
と
き

は
、
投
票
管
理
者
は
、
そ
の
投
票
区
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
の
中
か
ら
二
人
に
達
す
る
ま
で
の
投
票
立
会
人
を
選
任
し
、
直

ち
に
こ
れ
を
本
人
に
通
知
し
、
投
票
に
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

当
該
選
挙
の
公
職
の
候
補
者
は
、
こ
れ
を
投
票
立
会
人
に
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
属
す
る
者
は
、
一
の
投
票
区
に
お
い
て
、
二
人
以
上
を
投
票
立
会
人
に
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５

投
票
立
会
人
は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
職
を
辞
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
投
票
所
）

第
三
十
九
条

投
票
所
は
、
市
役
所
、
町
村
役
場
又
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
指
定
し
た
場
所
に
設
け
る
。

（
投
票
所
の
開
閉
時
間
）

第
四
十
条

投
票
所
は
、
午
前
七
時
に
開
き
、
午
後
八
時
に
閉
じ
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙
人
の
投
票
の
便
宜
の
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
又
は
選
挙
人
の
投
票
に
支
障
を
来
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合

に
限
り
、
投
票
所
を
開
く
時
刻
を
二
時
間
以
内
の
範
囲
内
に
お
い
て
繰
り
上
げ
若
し
く
は
繰
り
下
げ
、
又
は
投
票
所
を
閉
じ
る
時
刻
を
四
時
間

以
内
の
範
囲
内
に
お
い
て
繰
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

〔
略
〕
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（
共
通
投
票
所
）

第
四
十
一
条
の
二

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙
人
の
投
票
の
便
宜
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
（
当
該
市
町
村
の
区
域
を
分

け
て
数
投
票
区
を
設
け
た
場
合
に
限
る

）
に
は
、
投
票
所
の
ほ
か
、
そ
の
指
定
し
た
場
所
に
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
（
衆
議
院
小
選
挙
区

。

選
出
議
員
の
選
挙
若
し
く
は
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
当
該
市
町
村
が
二
以
上
の
選
挙
区
に
分
か
れ
て
い
る
と
き
、
又
は
第

十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
区
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
け
る
当
該
選
挙
区
の
区
域
内
）
の
い
ず
れ
の
投
票
区
に

属
す
る
選
挙
人
も
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
共
通
投
票
所
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
共
通
投
票
所
を
設
け
る
場
合
に
は
、
投
票
所
に
お
い
て
投
票
を
し
た
選
挙
人
が
共
通

投
票
所
に
お
い
て
投
票
を
す
る
こ
と
及
び
共
通
投
票
所
に
お
い
て
投
票
を
し
た
選
挙
人
が
投
票
所
又
は
他
の
共
通
投
票
所
に
お
い
て
投
票
を
す

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

天
災
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
に
よ
り
、
共
通
投
票
所
に
お
い
て
投
票
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
市
町
村
の
選

挙
管
理
委
員
会
は
、
当
該
共
通
投
票
所
を
開
か
ず
、
又
は
閉
じ
る
も
の
と
す
る
。

４

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
共
通
投
票
所
を
開
か
ず
、
又
は
閉
じ
る
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
共
通
投
票
所
を
設
け
る
場
合
に
お
け
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
及
び
第

選
挙
権

選
挙
権
（
共
通
投
票
所
の
投
票
管
理
者
に
あ
つ
て
は
、

六
項

選
挙
権
）

第
三
十
八
条
第
一
項

登
録
さ
れ
た
者

登
録
さ
れ
た
者
（
共
通
投
票
所
に
あ
つ
て
は
、
選
挙
権

を
有
す
る
者
）

第
三
十
八
条
第
二
項

投
票
所

投
票
所
又
は
共
通
投
票
所

登
録
さ
れ
た
者

登
録
さ
れ
た
者
（
共
通
投
票
所
に
あ
つ
て
は
、
選
挙
権

を
有
す
る
者
）

第
三
十
八
条
第
四
項

投
票
区

投
票
所
又
は
一
の
共
通
投
票
所

次
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第

投
票
所

投
票
所
又
は
共
通
投
票
所

四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十

五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
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第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
及

び
第
四
十
八
条
第
二
項

第
五
十
一
条

第
六
十
条

第
六
十
条
（
第
四
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む

）
。

投
票
所
外

投
票
所
外
又
は
共
通
投
票
所
外

第
五
十
一
条
た
だ
し
書
及
び

投
票
所

投
票
所
又
は
共
通
投
票
所

第
五
十
三
条
第
一
項

第
六
十
六
条
第
二
項

各
投
票
所

各
投
票
所
、
共
通
投
票
所

第
百
三
十
二
条
及
び
第
百
六

投
票
所

投
票
所
又
は
共
通
投
票
所

十
五
条
の
二

第
百
七
十
五
条
第
一
項

投
票
所
内

投
票
所
内
及
び
共
通
投
票
所
内

第
二
百
一
条
の
十
二
第
二
項

投
票
所

投
票
所
又
は
共
通
投
票
所

６

前
二
条
及
び
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
共
通
投
票
所
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
条
第
一
項

た
だ
し
書
中
「
選
挙
人
の
投
票
の
便
宜
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
又
は
選
挙
人
の
投
票
に
支
障
を
来
さ
な

い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
に
限
り

と
あ
る
の
は

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

と

若
し
く
は

と
あ
る
の
は

若

」

「

」

、「

」

「

し
く
は
当
該
時
刻
を
」
と

「
時
刻
を
四
時
間
以
内
の
範
囲
内
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
時
刻
を
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、

７

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
共
通
投
票
所
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
六
条
又
は
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
投
票
の
期
日
を
定

め
た
と
き
に
お
け
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
一
項

場
所
に
、

場
所
に
、
選
挙
の
期
日
に
お
い
て
は
当
該
選
挙
の
期
日

に
投
票
を
行
う

）
の

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

、
第
五
十
六
条
又
は

。
）

第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
投
票
の
期
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日
に
お
い
て
は
当
該
投
票
の
期
日
に
投
票
を
行
う
当
該

市
町
村
の
区
域
内
の

前
項

「
時
刻
を
」

「
時
刻
を
」
と
、
前
条
第
二
項
中
「
天
災
そ
の
他
避
け

る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
に
因
り
前
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
五
十
六
条
又
は
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
投
票
の
期
日
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規

定
、
次
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
一
条
第

二
項
の
規
定
又
は
こ
の
項
」
と

「
変
更
し
た
と
き
は
、

、

選
挙
の
当
日
を
除
く
外
」
と
あ
る
の
は
「
設
置
す
る
場

所
若
し
く
は
期
日
を
変
更
し
、
又
は
当
該
共
通
投
票
所

を
設
け
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
」

８

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
共
通
投
票
所
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
期
日
前
投
票
）

第
四
十
八
条
の
二

選
挙
の
当
日
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
見
込
ま
れ
る
選
挙
人
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
第
四
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
期
日

前
投
票
所
に
お
い
て
、
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
務
若
し
く
は
業
務
又
は
総
務
省
令
で
定
め
る
用
務
に
従
事
す
る
こ
と
。

（

。
）

。

二

用
務

前
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

又
は
事
故
の
た
め
そ
の
属
す
る
投
票
区
の
区
域
外
に
旅
行
又
は
滞
在
を
す
る
こ
と

三

疾
病
、
負
傷
、
妊
娠
、
老
衰
若
し
く
は
身
体
の
障
害
の
た
め
若
し
く
は
産

に
あ
る
た
め
歩
行
が
困
難
で
あ
る
こ
と
又
は
刑
事
施
設
、
労

役
場
、
監
置
場
、
少
年
院
、
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

交
通
至
難
の
島
そ
の
他
の
地
で
総
務
省
令
で
定
め
る
地
域
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
又
は
当
該
地
域
に
滞
在
を
す
る
こ
と
。

五

そ
の
属
す
る
投
票
区
の
あ
る
市
町
村
の
区
域
外
の
住
所
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
。

六

天
災
又
は
悪
天
候
に
よ
り
投
票
所
に
到
達
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
。

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
二
以
上
の
期
日
前
投
票
所
を
設
け
る
場
合
に
は
、
一
の
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
投
票
を
し
た
選
挙
人
が

他
の
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
投
票
を
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

天
災
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
に
よ
り
、
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
投
票
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
市
町
村
の

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
期
日
前
投
票
所
を
開
か
ず
、
又
は
閉
じ
る
も
の
と
す
る
。

４

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
日
前
投
票
所
を
開
か
ず
、
又
は
閉
じ
る
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
当
該
期
日
前
投
票
所
を
開
く
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
投
票
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
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こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
、
第
三
十
七
条
第
七
項
及
び
第
五
十
七
条
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
十
七
条
第
二
項
及
び
第

当
該
選
挙
の
選
挙
権

選
挙
権

六
項

第
三
十
八
条
第
一
項

各
投
票
区
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た

選
挙
権
を
有
す
る
者

者二
人
以
上
五
人
以
下

二
人

前
三
日
ま
で

の
公
示
又
は
告
示
の
日

第
三
十
八
条
第
二
項

投
票
所

期
日
前
投
票
所

そ
の
投
票
区
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

選
挙
権
を
有
す
る
者

た
者

第
三
十
八
条
第
四
項

投
票
区
に
お
い
て
、
二
人
以
上

期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
、
二
人

第
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し

選
挙
の
当
日
投
票
所

第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
の
日
、

書

期
日
前
投
票
所

第
四
十
五
条
第
一
項

選
挙
の
当
日
、
投
票
所

第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
の
日
、

期
日
前
投
票
所

第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第

投
票
所

期
日
前
投
票
所

三
項
ま
で
及
び
前
条
第
二
項

第
五
十
一
条

第
六
十
条

第
四
十
八
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十

条

投
票
所

期
日
前
投
票
所
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後

当
該
投
票
の
日
の

後

第
五
十
三
条
第
一
項

投
票
所

期
日
前
投
票
所

閉
鎖
し
な
け
れ
ば

閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
翌
日
に
お
い

て
引
き
続
き
当
該
投
票
箱
に
投
票
用
紙
を
入
れ
さ
せ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
日
の
期
日
前
投
票
所
を
開
く

べ
き
時
刻
に
な
つ
た
と
き
は
、
投
票
管
理
者
は
、
当
該

投
票
箱
を
開
か
な
け
れ
ば

第
五
十
三
条
第
二
項

で
き
な
い

で
き
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

投
票
箱
を
開
い
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

第
五
十
五
条

投
票
管
理
者
が
同
時
に
当
該
選
挙
の
開
票
管
理
者

投
票
管
理
者
は
、
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
、
当
該
期

で
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
投
票
管
理
者
は
、
一

日
前
投
票
所
を
設
け
る
期
間
の
末
日
に

人
又
は
数
人
の
投
票
立
会
人
と
と
も
に
、
選
挙
の

当
日

を
開
票
管
理
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
投
票
箱
等
」
と
い
う

）
。

を
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
送
致
し
、
当
該
投
票

、

箱
等
の
送
致
を
受
け
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は

選
挙
の
期
日
に
、
当
該
投
票
箱
等
を
開
票
管
理
者

６

第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
及
び
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
期
日
前
投
票
所
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
三
十
九
条

市
役
所

選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か

ら
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
の
間
（
二
以
上
の
期
日
前

投
票
所
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
の
期
日
前
投

票
所
を
除
き
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
指
定
し

た
期
間

、
市
役
所

）
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第
四
十
条
第
一
項

午
前
七
時

午
前
八
時
三
十
分

第
四
十
条
第
一
項
た
だ
し
書

選
挙
人
の
投
票
の
便
宜
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
又
は
選
挙
人

措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
投
票
に
支
障
を
来
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別

一

当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
設
け
る
期

の
事
情
の
あ
る
場
合
に
限
り
、
投
票
所
を
開
く
時

日
前
投
票
所
の
数
が
一
で
あ
る
場
合

期
日
前
投

刻
を
二
時
間
以
内
の
範
囲
内
に
お
い
て
繰
り
上
げ

票
所
を
開
く
時
刻
を
二
時
間
以
内
の
範
囲
内
に
お

若
し
く
は
繰
り
下
げ
、
又
は
投
票
所
を
閉
じ
る
時

い
て
繰
り
上
げ
、
又
は
期
日
前
投
票
所
を
閉
じ
る

刻
を
四
時
間
以
内
の
範
囲
内
に
お
い
て
繰
り
上
げ

時
刻
を
二
時
間
以
内
の
範
囲
内
に
お
い
て
繰
り
下

る
こ
と
が
で
き
る
。

げ
る
こ
と
。

二

当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
設
け
る
期

日
前
投
票
所
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
（
午
前、

八
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
ま
で
の
間
に
お
い
て

い
ず
れ
か
一
以
上
の
期
日
前
投
票
所
が
開
い
て
い

る
場
合
に
限
る

）

期
日
前
投
票
所
を
開
く
時

。

刻
を
二
時
間
以
内
の
範
囲
内
に
お
い
て
繰
り
上
げ

若
し
く
は
当
該
時
刻
を
繰
り
下
げ
、
又
は
期
日
前

投
票
所
を
閉
じ
る
時
刻
を
繰
り
上
げ
若
し
く
は
当

該
時
刻
を
二
時
間
以
内
の
範
囲
内
に
お
い
て
繰
り

下
げ
る
こ
と
。

第
四
十
条
第
二
項

通
知
し
、
か
つ
、
市
町
村
の
議
会
の
議
員
又
は
長

通
知
し
な
け
れ
ば

の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
直
ち
に
そ
の

旨
を
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
な

け
れ
ば

第
四
十
一
条
第
一
項

か
ら
少
く
と
も
五
日
前
に
、
投
票
所

の
公
示
又
は
告
示
の
日
に

期
日
前
投
票
所
の
場
所

二

、

（

以
上
の
期
日
前
投
票
所
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

期
日
前
投
票
所
の
場
所
及
び
当
該
期
日
前
投
票
所
を
設

け
る
期
間
）

第
四
十
一
条
第
二
項

投
票
所

期
日
前
投
票
所
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選
挙
の
当
日
を
除
く
外
、
市
町
村

市
町
村

７

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
期
日
前
投
票
所
を
設
け
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
の
人
口
、
地
勢
、
交
通
等
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
期

日
前
投
票
所
の
効
果
的
な
設
置
、
期
日
前
投
票
所
へ
の
交
通
手
段
の
確
保
そ
の
他
の
選
挙
人
の
投
票
の
便
宜
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

８

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
投
票
録
の
作
成
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
投
票
箱
等
の
送
致
）

第
五
十
五
条

投
票
管
理
者
が
同
時
に
当
該
選
挙
の
開
票
管
理
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
投
票
管
理
者
は
、
一
人
又
は
数
人
の
投
票
立
会
人

と
と
も
に
、
選
挙
の
当
日
、
そ
の
投
票
箱
、
投
票
録
、
選
挙
人
名
簿
又
は
そ
の
抄
本
及
び
在
外
選
挙
人
名
簿
又
は
そ
の
抄
本
（
当
該
在
外
選
挙

人
名
簿
が
第
三
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ

れ
て
い
る
全
部
若
し
く
は
一
部
の
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ

）
を
開
票
管
理
者
に
送

。

致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
選
挙
人
名
簿
が
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
さ
れ
て
い
る
場

合
で
政
令
で
定
め
る
と
き
は
選
挙
人
名
簿
又
は
そ
の
抄
本
を
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
が
第
三
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス

ク
を
も
つ
て
調
製
さ
れ
て
い
る
場
合
で
政
令
で
定
め
る
と
き
は
在
外
選
挙
人
名
簿
又
は
そ
の
抄
本
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
送
致
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

（
繰
上
投
票
）

第
五
十
六
条

島
そ
の
他
交
通
不
便
の
地
に
つ
い
て
、
選
挙
の
期
日
に
投
票
箱
を
送
致
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
は
、
適
宜
に
そ
の
投

票
の
期
日
を
定
め
、
開
票
の
期
日
ま
で
に
そ
の
投
票
箱
、
投
票
録
、
選
挙
人
名
簿
又
は
そ
の
抄
本
及
び
在
外
選
挙
人
名
簿
又
は
そ
の
抄
本
を
送

致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
繰
延
投
票
）

第
五
十
七
条

天
災
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
に
よ
り
、
投
票
所
に
お
い
て
、
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
更
に
投

票
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
選
挙
管

理
委
員
会
）
は
、
更
に
期
日
を
定
め
て
投
票
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
直
ち
に
そ

の
旨
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
更
に
定
め
た
期
日
を
少
な
く
と
も
二
日
前
に
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
又
は
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
事
由
を
生
じ
た
場
合
に
は
、

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
当
該
選
挙
の
選
挙
長
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
若
し
く
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参

議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
選
挙
分
会
長
）
を
経
て
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
開
票
管
理
者
）

第
六
十
一
条

各
選
挙
ご
と
に
、
開
票
管
理
者
を
置
く
。

２

開
票
管
理
者
は
、
当
該
選
挙
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
選
任
し
た
者
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

３

衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
と
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
小
選
挙
区
選
出
議
員
に
つ
い
て
の
開
票
管
理
者
を
同
時
に
比
例
代
表
選
出
議
員
に
つ
い
て
の
開
票
管
理
者
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

４

参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
と
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
の

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙
区
選
出
議
員
に
つ
い
て
の
開
票
管
理
者
を
同
時
に
比
例
代
表
選
出
議
員
に
つ
い
て
の
開
票
管
理
者
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

５

開
票
管
理
者
は
、
開
票
に
関
す
る
事
務
を
担
任
す
る
。

６

開
票
管
理
者
は
、
当
該
選
挙
の
選
挙
権
を
有
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。

（
開
票
立
会
人
）

第
六
十
二
条

公
職
の
候
補
者
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
候
補
者
届
出
政
党
（
第
八
十
六
条
第
一
項
又
は
第
八
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
及
び
公
職
の
候
補
者
（
候
補
者
届
出
政
党
の
届
出
に
係
る
も
の
を

。

除
く

、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は

。
）

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
）
は
、
当
該
選
挙
の
各
開
票
区
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
の
中
か
ら
、
本
人
の
承
諾
を
得
て
、
開
票

立
会
人
と
な
る
べ
き
者
一
人
を
定
め
、
そ
の
選
挙
の
期
日
前
三
日
ま
で
に
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

、

。

し

同
一
人
を
当
該
選
挙
と
同
じ
日
に
行
わ
れ
る
べ
き
他
の
選
挙
に
お
け
る
開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
届
け
出
る
こ
と
は
で
き
な
い

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
つ
た
者
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
の
届
出
に
係
る
者
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

）
が
、
十
人
を
超
え
な
い
と
き
は
直
ち
に
そ
の
者
を
も
つ
て
開
票
立
会
人
と
し
、
十
人
を
超
え
る
と
き
は

。

届
出
の
あ
つ
た
者
の
中
か
ら
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
く
じ
で
定
め
た
者
十
人
を
も
つ
て
開
票
立
会
人
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

公
職
の
候
補
者
（
候
補
者
届
出
政
党
の
届
出
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

）
が
死
亡
し
た
と
き
、
第
八
十
六
条

。

第
九
項
若
し
く
は
第
八
十
六
条
の
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
の
届
出
が
却
下
さ
れ
た
と
き
又
は
第
八
十
六
条
第
十
二
項
若
し

く
は
第
八
十
六
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
が
そ
の
候
補
者
た
る
こ
と
を
辞
し
た
と
き
（
第
九
十
一
条
第
二
項
又
は
第
百

三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
候
補
者
た
る
こ
と
を
辞
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む

。

当
該
公
職
の
候
補
者

。
）

二

候
補
者
届
出
政
党
の
届
出
に
係
る
候
補
者
が
死
亡
し
た
と
き
、
第
八
十
六
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
候
補
者
届
出
政
党
が
し
た
候
補
者
の

届
出
が
却
下
さ
れ
た
と
き
又
は
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
候
補
者
届
出
政
党
が
候
補
者
の
届
出
を
取
り
下
げ
た
と
き
（
第
九
十
一
条
第

一
項
又
は
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
の
届
出
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む

。

当
該

。
）

候
補
者
届
出
政
党

三

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
つ
き
第
八
十
六
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
又
は
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
却

下
が
あ
つ
た
と
き
。

当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等

四

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
つ
き
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ



12

た
と
き
又
は
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
が
あ
つ
た
と
き
。

当
該
参

議
院
名
簿
届
出
政
党
等

３

同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
属
す
る
公
職
の
候
補
者
の
届
出
に
か
か
る
者
は
、
一
の
開
票
区
に
お
い
て
、
三
人
以
上
開
票
立
会
人
と

な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
つ
た
者
で
同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
属
す
る
公
職
の
候
補
者
の
届
出
に
か
か
る
も
の
が
三
人
以

上
あ
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
中
で
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
く
じ
で
定
め
た
者
二
人
以
外
の
者
は
、
開

票
立
会
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５

第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
立
会
人
が
定
ま
つ
た
後
、
同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
属
す
る
公
職
の
候
補
者
の
届
出
に
か

か
る
開
票
立
会
人
が
三
人
以
上
と
な
つ
た
と
き
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
く
じ
で
定
め
た
者
二
人
以
外
の
者
は
、
そ
の
職
を
失
う
。

６

第
二
項
、
第
四
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
予
め
告
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
の
届
出
に
係
る
開
票
立
会
人
は
、
そ
の
職
を
失
う
。

８

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
票
立
会
人
が
三
人
に
達
し
な
い
と
き
又
は
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
三
人
に
達
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
開
票
立
会
人
が
選
挙
の
期
日
以
後
に
三
人
に
達
し
な
く
な
つ
た
と
き
又
は
開
票
立
会
人
で
参
会
す
る
者
が
開

票
所
を
開
く
べ
き
時
刻
に
な
つ
て
も
三
人
に
達
し
な
い
と
き
若
し
く
は
そ
の
後
三
人
に
達
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
開
票
管
理
者
に
お
い
て
、
そ

の
開
票
区
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
の
中
か
ら
三
人
に
達
す
る
ま
で
の
開
票
立
会
人
を
選
任
し
、
直
ち
に
こ
れ
を
本
人
に
通
知

し
、
開
票
に
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
開
票
立
会
人
を
届
け
出
た
公
職
の
候
補
者
の
属
す
る
政
党
そ

の
他
の
政
治
団
体
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
開
票
立
会
人
を
届
け
出
た
候
補
者
届
出
政
党
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
若
し
く
は
参
議
院
名
簿
届

出
政
党
等
又
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
若
し
く
は
開
票
管
理
者
の
選
任
し
た
開
票
立
会
人
の
属
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
と
同
一
の

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
属
す
る
者
を
当
該
公
職
の
候
補
者
、
候
補
者
届
出
政
党
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
若
し
く
は
参
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
の
届
出
に
係
る
開
票
立
会
人
又
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
若
し
く
は
開
票
管
理
者
の
選
任
に
係
る
開
票
立
会
人
と
通
じ
て
三
人
以

上
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

９

当
該
選
挙
の
公
職
の
候
補
者
は
、
開
票
立
会
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

開
票
立
会
人
は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
職
を
辞
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

10
（
開
票
所
の
設
置
）

第
六
十
三
条

開
票
所
は
、
市
役
所
、
町
村
役
場
又
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
指
定
し
た
場
所
に
設
け
る
。

（
開
票
の
場
所
及
び
日
時
の
告
示
）

第
六
十
四
条

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
予
め
開
票
の
場
所
及
び
日
時
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
開
票
日
）

第
六
十
五
条

開
票
は
、
す
べ
て
の
投
票
箱
の
送
致
を
受
け
た
日
又
は
そ
の
翌
日
に
行
う
。
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（
開
票
）

第
六
十
六
条

開
票
管
理
者
は
、
開
票
立
会
人
立
会
の
上
、
投
票
箱
を
開
き
、
先
ず
第
五
十
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
を
調
査

し
、
開
票
立
会
人
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
投
票
を
受
理
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

開
票
管
理
者
は
、
開
票
立
会
人
と
と
も
に
、
当
該
選
挙
に
お
け
る
各
投
票
所
及
び
期
日
前
投
票
所
の
投
票
を
開
票
区
ご
と
に
混
同
し
て
、
投

票
を
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

投
票
の
点
検
が
終
わ
つ
た
と
き
は
、
開
票
管
理
者
は
、
直
ち
に
そ
の
結
果
を
選
挙
長
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
若
し
く
は
参
議
院
比
例

代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
選
挙
分
会
長
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
開
票
の
場
合
の
投
票
の
効
力
の
決
定
）

第
六
十
七
条

投
票
の
効
力
は
、
開
票
立
会
人
の
意
見
を
聴
き
、
開
票
管
理
者
が
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
決
定
に
当
つ
て
は
、
第
六

十
八
条
の
規
定
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
投
票
し
た
選
挙
人
の
意
思
が
明
白
で
あ
れ
ば
、
そ
の
投
票
を
有
効
と
す
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
繰
延
開
票
）

第
七
十
三
条

第
五
十
七
条
第
一
項
前
段
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
開
票
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
選
挙
長
及
び
選
挙
分
会
長
）

第
七
十
五
条

各
選
挙
ご
と
に
、
選
挙
長
を
置
く
。

２

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
若
し
く
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
お
い
て
は
、
前
項

の
選
挙
長
を
置
く
ほ
か
、
都
道
府
県
ご
と
に
、
選
挙
分
会
長
を
置
く
。

３

選
挙
長
は
、
当
該
選
挙
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選

出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す

る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
の
選
任
し
た
者
を
も
つ
て
、
選
挙
分
会
長
は
、
当
該
選
挙
の
選
挙
権
を
有
す
る

者
の
中
か
ら
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
選
任
し
た
者
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

４

選
挙
長
は
、
選
挙
会
に
関
す
る
事
務
を
、
選
挙
分
会
長
は
、
選
挙
分
会
に
関
す
る
事
務
を
、
担
任
す
る
。

５

選
挙
長
及
び
選
挙
分
会
長
は
、
当
該
選
挙
の
選
挙
権
を
有
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。

（
選
挙
立
会
人
）

第
七
十
六
条

第
六
十
二
条
の
規
定
は
、
選
挙
会
及
び
選
挙
分
会
の
選
挙
立
会
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中

「
当
該
選
挙
の
各
開
票
区
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
選
挙
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
（
第
七
十
九
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
開
票
の
事
務
を
選
挙
会
の
事
務
に
併
せ
て
行
う
旨
の
告
示
が
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
開
票
区
に
お
け
る
選
挙
人
名

簿
に
登
録
さ
れ
た
者
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ

」
と

「
期
日
前
三
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
期
日
前
三
日
ま
で
（
第
七
十
九
条
第
一
項
に

。
）

、
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規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
さ
れ
た
日
か
ら
そ
の
選
挙
の
期
日
前
三
日
ま
で

」
と

「
市
町
村
の
選

）

、

挙
管
理
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
選
挙
長
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
若
し
く
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合

同
選
挙
区
選
挙
に
お
け
る
選
挙
分
会
の
選
挙
立
会
人
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
分
会
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

」
と
、
同
条
第
二

。
）

項
中
「
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
選
挙
長
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
開
票
区
」
と
あ
る
の
は
「
選
挙
会
（
衆
議
院
比

例
代
表
選
出
議
員
若
し
く
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
選
挙
会
又
は
選
挙
分
会
。
第

八
項
に
お
い
て
同
じ

」
と
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
選
挙
長
」

。
）

と
、
同
条
第
八
項
中
「
又
は
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
三
人
に
達
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
開
票
立

」

「
、

」

、

会
人
が
選
挙
の
期
日
以
後
に
三
人
に
達
し
な
く
な
つ
た
と
き

と
あ
る
の
は

選
挙
会
の
期
日
ま
で
に
三
人
に
達
し
な
く
な
つ
た
と
き

と

「
開
票
所
」
と
あ
る
の
は
「
選
挙
会
」
と

「
開
票
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
選
挙
長
」
と

「
そ
の
開
票
区
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿

、

、

に
登
録
さ
れ
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
選
挙
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と

「
開
票
に
」
と
あ
る
の
は
「
選
挙
会
に
」
と

「
市
町
村
の
選

、

、

挙
管
理
委
員
会
若
し
く
は
開
票
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
選
挙
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
無
投
票
当
選
）

第
百
条

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ

つ
た
候
補
者
が
一
人
で
あ
る
と
き
又
は
一
人
と
な
つ
た
と
き
は
、
投
票
は
、
行
わ
な
い
。

２
～
９

〔
略
〕

（
選
挙
公
報
の
発
行
）

第
百
六
十
七
条

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
又
は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
の

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
、
経
歴
、
政
見
等
を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
を
、
選
挙
（
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
を
除

。
）

、

。

、

（

）

（

）

く

ご
と
に

一
回
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
の
場
合
に
お
い
て

衆
議
院

小
選
挙
区
選
出

議
員
又
は
参
議
院

選
挙
区
選
出

議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
公
職
の
候
補
者
の
写
真
を
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
、

政
見
、
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
等
を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
を
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員

の
選
挙
に
お
い
て
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
、
政
見
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
写
真
（
第
八
十
六
条
の

三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記

載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
、
経
歴
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
。
次
条
第
三
項
及
び
第
百
六
十
九

条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ

）
等
を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
を
、
選
挙
（
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
を
除
く

）
ご
と
に
、
一
回
発
行
し

。

。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

選
挙
公
報
は
、
選
挙
区
ご
と
に
（
選
挙
区
が
な
い
と
き
は
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
を
通
じ
て

、
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）

４

特
別
の
事
情
が
あ
る
区
域
に
お
い
て
は
、
選
挙
公
報
は
、
発
行
し
な
い
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
公
報
を
発
行
し
な
い
区
域
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
定
め
る
。
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（
掲
載
文
の
申
請
）

第
百
六
十
八
条

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
又
は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
お
い
て
公
職
の
候
補
者
が

選
挙
公
報
に
氏
名
、
経
歴
、
政
見
等
の
掲
載
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
掲
載
文
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区

選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
併
せ
て
写
真
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る

）
を
具
し
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
か

。

ら
二
日
間
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
）
に
、
当
該
選
挙
に
関
す

る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙

区
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
、
文
書
で
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
選
挙
公
報
に
そ
の
名
称
及
び
略
称
、
政
見
、
衆
議
院
名
簿

登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
等
の
掲
載
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
掲
載
文
を
具
し
、
当
該
選
挙
の
期
日
の

公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
に
、
中
央
選
挙
管
理
会
に
、
文
書
で
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
選
挙
公
報
に
そ
の
名
称
及
び
略
称
、
政
見
、
参
議
院
名
簿

登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
写
真
等
の
掲
載
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
掲
載
文
を
具
し
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
が
あ

つ
た
日
か
ら
二
日
間
に
、
中
央
選
挙
管
理
会
に
、
文
書
で
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
は
、
当
該
掲
載
文
の
二
分
の
一
以
上
に
相
当
す
る
部
分
に
、
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き

候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
以
外
の
参
議
院

名
簿
登
載
者
に
つ
い
て
は
、
各
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
載
し
、
並
び
に
写
真
を
貼
り
付
け
、
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
優

先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
参
議
院

名
簿
登
載
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
写
真
と
区
分
し
て
、
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者

で
あ
る
旨
を
表
示
し
た
上
で
、
各
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
を
記
載
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
参
議
院

名
簿
登
載
者
の
紹
介
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

前
三
項
の
掲
載
文
に
つ
い
て
は
、
第
百
五
十
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
選
挙
公
報
の
発
行
手
続
）

第
百
六
十
九
条

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
そ

、

。

の
掲
載
文
の
写
し
二
通
を
そ
の
選
挙
の
期
日
前
十
一
日
ま
で
に

合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
前
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
申
請
が
あ
つ
た
と

き
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
は
、
そ
の
掲
載
文
の
写
し
二
通
を
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
そ
の
選
挙
の
期
日
前
九
日

ま
で
に
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
そ
の
選
挙
の
期
日
前
十
一
日
ま
で
に
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
又
は
前
二
項
の
掲
載
文
の
写
し
の
送
付
が
あ
つ
た
と
き
は
、
掲
載
文
又
は
そ
の
写

し
を
、
原
文
の
ま
ま
選
挙
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て

は
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て

は
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
に
応
じ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
寸
法
に
よ
り
掲
載
す
る
も
の
と
す
る
。
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４

衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
選
挙
公
報
と
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
選
挙
公
報
は
、

別
の
用
紙
を
も
つ
て
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
選
挙
公
報
と
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
選
挙
公
報
は
、
別

の
用
紙
を
も
つ
て
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
つ
い
て
一
の
用
紙
に
二
人
以
上
の

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
、
経
歴
、
政
見
、
写
真
等
を
掲
載
す
る
場
合
、
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
一
の
用
紙
に
二
以

上
の
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
、
政
見
、
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
等
を
掲
載
す

（

）

、

、

る
場
合
又
は
参
議
院

比
例
代
表
選
出

議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
一
の
用
紙
に
二
以
上
の
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称

政
見

参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
写
真
等
を
掲
載
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
掲
載
の
順
序
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が

く
じ
で
定
め
る
。

７

前
条
第
一
項
の
申
請
を
し
た
公
職
の
候
補
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
又
は
同
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
申
請
を
し
た
衆
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
若
し
く
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
代
表
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
は
、
前
項
の
く
じ
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
選
挙
公
報
の
配
布
）

第
百
七
十
条

選
挙
公
報
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
、
当
該
選
挙
に
用
う

べ
き
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
の
属
す
る
各
世
帯
に
対
し
て
、
選
挙
の
期
日
前
二
日
ま
で
に
、
配
布
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
百

十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
選
挙
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
七
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
条
例
の
定
め
る
期

日
ま
で
に
、
配
布
す
る
も
の
と
す
る
。

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
各
世
帯
に
選
挙
公
報
を
配
布
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
て
、
選
挙
公
報
に
つ
き
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
配
布
す
べ
き
日
ま
で
に
新
聞
折

込
み
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
る
配
布
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
配
布
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
市
役
所
、
町
村
役
場
そ
の
他
適
当
な
場
所
に
選
挙
公
報
を
備
え
置
く
等
当
該
方
法
に
よ
る

選
挙
公
報
の
配
布
を
補
完
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
選
挙
人
が
選
挙
公
報
を
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

○
日
本
国
憲
法
（
抄
）

第
九
十
五
条

一
の
地
方
公
共
団
体
の
み
に
適
用
さ
れ
る
特
別
法
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
住
民
の
投
票
に

お
い
て
そ
の
過
半
数
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
国
会
は
、
こ
れ
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

（
抄
）

）

〔
地
方
公
共
団
体
の
法
人
格
と
そ
の
事
務
〕

第
二
条

〔
略
〕

②
～
⑧

〔
略
〕

⑨

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
法
定
受
託
事
務
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
い
う
。

一

法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
の
う
ち
、
国
が
本
来
果
た
す

べ
き
役
割
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
国
に
お
い
て
そ
の
適
正
な
処
理
を
特
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く

政
令
に
特
に
定
め
る
も
の
（
以
下
「
第
一
号
法
定
受
託
事
務
」
と
い
う

）
。

二

法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
市
町
村
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
の
う
ち
、
都
道
府
県
が
本
来
果
た
す
べ
き

役
割
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
に
お
い
て
そ
の
適
正
な
処
理
を
特
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ

く
政
令
に
特
に
定
め
る
も
の
（
以
下
「
第
二
号
法
定
受
託
事
務
」
と
い
う

）
。

⑩
～
⑰

〔
略
〕

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

法

律

事

務

〔
略
〕

〔
略
〕

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る

第
四
条
第
十
五
項
、
第
四
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
四
条
の
三
第
四

法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）

項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
五
条
第
十
六
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

〔
略
〕

〔
略
〕
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○
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号

（
抄
）

）

第
二
条
（
審
査
の
期
日
）

審
査
は
、
各
裁
判
官
に
つ
き
、
そ
の
任
命
後
初
め
て
行
わ
れ
る
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
期
日
に
、
こ
れ
を
行
う
。

②

各
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、

初
の
審
査
の
期
日
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
後
初
め
て
行
わ
れ
る
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
期
日
に
、
更
に
審
査
を

す
る
。

行
い
、
そ
の
後
も
、
ま
た
同
様
と

第
四
条
（
審
査
権
）

衆
議
院
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
は
、
審
査
権
を
有
す
る
。

第
七
条
（
投
票
区
及
び
開
票
区
）

審
査
の
投
票
区
及
び
開
票
区
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
投
票
区
及
び
開
票
区
に
よ
る
。

第
八
条
（
審
査
人
の
名
簿
）

審
査
に
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
に
規
定
す
る
選
挙
人
名
簿
で
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に

つ
い
て
用
い
ら
れ
る
も
の
を
用
い
る
。

第
十
二
条
（
投
票
に
関
す
る
事
務
の
担
任
）

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
投
票
管
理
者
は
、
審
査
に
お
け
る
投
票
管
理
者
と

な
り
、
審
査
の
投
票
に
関
す
る
事
務
を
担
任
す
る
。

②

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
投
票
立
会
人
は
、
審
査
に
お
け
る
投
票
立
会
人
と
な
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
（
投
票
の
時
及
び
場
所
）

審
査
の
投
票
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
投
票
所
に
お
い
て
、
そ
の
投
票
と
同
時
に
こ
れ

を
行
う
。

（

）

、

、

第
十
六
条
の
二

期
日
前
投
票
の
時
及
び
場
所

審
査
の
期
日
前
投
票
は

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て

そ
の
期
日
前
投
票
と
同
時
に
行
う
。
た
だ
し
、
審
査
の
告
示
の
日
が
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場

合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
と
し
、
当
該
通
知
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
直
近
の
も
の
と
す
る

）
を
し
た
日
か
ら
四
日
以
内
で

。

あ
る
場
合
に
は
、
審
査
の
期
日
前
七
日
か
ら
審
査
の
期
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
行
う
。

②

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
は
、
審
査
の
告
示
の
日
に
、
審
査
の
期
日
前
投
票
を
行
う
期
間
を
官
報
で
告
示
す

る
と
と
も
に
、
当
該
期
間
を
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
条
の
二
第
三
項

か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
九
条
（
開
票
に
関
す
る
事
務
の
担
任
）

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
開
票
管
理
者
は
、
審
査
に
お
け
る
開
票
管
理
者
と

な
り
、
審
査
の
開
票
に
関
す
る
事
務
を
担
任
す
る
。

②

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
開
票
立
会
人
は
、
審
査
に
お
け
る
開
票
立
会
人
と
な
る
も
の
と
す
る
。
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第
二
十
条
（
開
票
の
時
及
び
場
所
）

審
査
の
開
票
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
開
票
所
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
投
票
箱
の
送
致

を
受
け
た
日
又
は
そ
の
翌
日
に
こ
れ
を
行
う
。

第
二
十
五
条
（
選
挙
の
投
票
を
行
わ
な
い
場
合
）

公
職
選
挙
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
投
票
を

行
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
審
査
は
、
こ
れ
を
行
う
。

②

前
項
の
場
合
に
お
け
る
審
査
の
投
票
及
び
開
票
に
関
し
て
は
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
条
の
規
定

、

、

、

、

、

、

、

に
か
か
わ
ら
ず

公
職
選
挙
法
第
三
十
七
条
第
一
項

第
二
項

第
五
項
及
び
第
七
項

第
三
十
九
条

第
四
十
一
条

第
六
十
一
条
第
一
項

第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
六
十
三
条
か
ら
第
六
十
五
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

③

前
項
の
投
票
及
び
開
票
に
お
い
て
は
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
投
票
管
理
者
又
は
開
票
管
理
者

は
、
各
投
票
区
又
は
開
票
区
に
お
け
る
第
八
条
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
の
中
か
ら
、
本
人
の
承
諾
を
得
て
、
投
票
立
会
人
二
人
又
は

開
票
立
会
人
三
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
一
条
（
費
用
）

審
査
の
施
行
に
関
す
る
費
用
は
、
国
庫
の
負
担
と
す
る
。

○
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号

（
抄
）

）

（
委
員
の
解
職
の
請
求
）

第
九
十
九
条

選
挙
権
を
有
す
る
者
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
総
数
の
三
分
の
一
以
上
の
者
の
連
署
を
も
つ
て
、
そ
の
代
表
者

か
ら
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
、
委
員
の
解
職
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
と
は
、
選
挙
人
名
簿
確
定
の
日
に
お
い
て
こ
れ
に
登
載
さ
れ
た
者
と
し
、
そ
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は
、
都

道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
選
挙
人
名
簿
確
定
後
直
ち
に
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
委
員
会
は
、
直
ち
に
請
求
の
要
旨
を
公
表
し
、
こ
れ
を
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
投
票
に
付
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

委
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
解
職
の
投
票
に
お
い
て
過
半
数
の
同
意
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。

５

政
令
で
特
別
の
定
を
す
る
も
の
を
除
く
外
、
委
員
の
選
挙
に
関
す
る
規
定
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
解
職
の
投
票
に
準
用
す
る
。
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○
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号

（
抄
）

）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
・
二

〔
略
〕

（
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条

公
布
日
以
後
は
、
旧
漁
業
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
漁
業
法
第
八
十
四
条
の
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
選
挙
は
、
行
わ

な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
法
律
の
公
布
の
際
既
に
そ
の
期
日
が
告
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

〔
略
〕

第
十
五
条

こ
の
法
律
の
公
布
の
際
現
に
在
任
す
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
で
あ
っ
て
そ
の
任
期
が
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
前
に

満
了
す
る
も
の
の
任
期
は
、
同
日
ま
で
延
長
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
在
任
す
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
は
、
そ
の
任
期
満
了
の
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

り
在
任
す
る
も
の
と
す
る
。

３

〔
略
〕


